
　　　○代表人は「様式４」と「様式４－２」を添えて提出してください。

　　　○それ以外の相続人の方は、「様式４－２」を記入してください。

　　　○代表人に決まった方は、「様式４」を記入してください。

　　　○相続人同士で相談の上、地籍調査に関する代表人を決めてください。

◆「様式４」「様式４－２」の記入について

＜参考＞　１度に全ての書類を提出できない場合

　　　　　　　　○登記名義人：豊岡太郎さんがお亡くなりの場合。

＜参考例＞

「様式４」をまず提出。これで窓口となる「代表者」さんと連絡が取れます。

（提出される時は同封の返信用封筒をご使用ください。切手は不要です。）

　　●　既に遺産分割協議書などが存在し、該当土地の相続人が明確な場合は、その

　　　　書類の写しを提出してください。この場合、上記様式は必要ありません。

　　　　また、登記名義変更済みの場合はご連絡ください。

　　　　※　この書類は地籍調査事業を円滑に進めるためのもので「相続登記」

「様式４-２」は書類がそろい次第、忘れずに提出してください。

【様式４関係の説明】

　　　　　　「固定資産税」等の手続きとは何ら関係がありません。

　　　　　　　　　３人で相談した結果、Ａさんを代表人に決定。

　　　　　　　　　相続人は、豊岡Ａさん・Ｂさん・Ｃさんの３人。

　　　　　「様式４」とは、「代表相続人選任通知書」のことを言います。

　　　　　「様式４－２」とは、「代表相続人選任承諾書」のことを言います。

　　　　　　　　　Ａさんは「様式４」と「様式４－２」の３枚を併せて提出。

　　　　　　　　　他の２人は「様式４－２」を記入してＡさんに。

　　　　　　　　　Ａさんは「様式４」を記入。

豊岡Ｂ
「様式4-2」

豊岡Ａ
(代表相続人）

「様式4」

この手続きにより、
説明会案内等が、
代表相続人である
豊岡Ａさんに送られます。

豊岡Ｃ
「様式4-2」



相続人の代表をＡさんとする場合の記入例

「様式４－２」はその他の相続人であるBさん、Cさんが記入
代表相続人欄には「Ａさん」を記入

「様式４」には相続人の代表であるＡさんが記入 ○「様式４－２」は書類がそろい次第、現地立会いまでにご提出ください。

※ 地目が公衆用道路、墓地、堤等の非課税地、かつ、相続人の間で
利害関係が生じない土地の立会については、「様式４－２」を省略しても

かまいません。 （詳しくは地籍調査課までご連絡ください）

Ａさん

Ａさん Ａさん

Ｂさん Ｃさん


